
曼
殊
院
経
蔵
中
の
一
つ
の
函
の
底
に
、
縦
三
十
セ
ン
チ
・
横
四
十
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
一
枚
の
断
簡
紙
片
が
残
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
記

載
は
初
め
の
十
三
行
に
の
み
と
ど
ま
り
、
奥
の
部
分
を
欠
落
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
断
簡
は
、
耳
目
を
ひ
く
も
の
で
あ

り
、
種
々
の
問
題
を
提
示
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
紙
面
を
か
り
て
そ
の
紹
介
を
試
み
た
い
。
こ
の
断
簡
に
は
「
胎
」
と
い
う

外
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
文
の
書
体
と
は
別
筆
で
あ
る
。
又
、
本
文
中
の
「
勝
光
智
」
と
い
う
記
載
は
、
外
題
と
も
本
文
と
も
異
る
筆

跡
で
あ
る
。
以
下
、
本
文
の
残
存
部
分
を
掲
げ
る
。

（
異
筆
）

右
金
剛
弟
子
太
上
法
皇
勝
光
智
就
慈
嚴
稟
學

日
本
國
近
江
州
比
叡
山
延
暦
寺
大
砒
盧
遮
那
蓮
花

胎
蔵
悲
生
曼
茶
羅
王
所

剥
郵
・
剥
郵
莚

曼
殊
院
蔵
『
胎
』
印
信
断
簡
に
つ
い
て

一

白
土
わ
か

1



記
載
は
こ
こ
ま
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
書
は
勝
光
智
太
上
法
皇
が
慈
厳
か
ら
受
け
ら
れ
た
印
信
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
外
題
は
「
胎
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
胎
蔵
界
法
な
ら
び
に
蘇
悉
地
法
等
の
大
瑞
伽
を
慈
厳
よ
り
受
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
本
文
は
更
に
大
砒
盧
遮
佛
以
来
の
相
承
次
第
を
記
し
、
新
羅
の
玄
超
阿
闇
梨
ま
で
至
っ
て
以
下
は
欠
落
し
て
い

①

る
。
又
、
は
じ
め
の
悉
曇
の
五
文
字
は
五
輪
を
示
す
種
字
で
あ
っ
て
、
順
に
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
浬
梁
・
方
便
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

慈
厳
よ
り
こ
の
印
信
を
受
け
ら
れ
た
勝
光
智
と
は
、
南
北
朝
時
代
北
朝
の
第
一
代
光
厳
天
皇
が
出
家
さ
れ
た
後
の
法
名
で
あ
る
。
こ
れ

は
『
太
平
記
』
巻
三
十
九
等
の
記
録
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
後
の
部
分
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
又
、

光
厳
院
の
密
教
の
師
と
な
っ
た
慈
厳
は
、
台
密
の
阿
闇
梨
で
あ
り
天
台
座
主
で
も
あ
っ
た
が
、
慈
厳
に
つ
い
て
は
台
密
や
戒
律
の
上
か
ら

注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

胎
藏
蘇
悉
地
等
大
聡
伽
已
畢
伏
尋
源
流
大
砒

盧
遮
那
佛
以
此
等
秘
藏
付
囑
金
剛
手
菩
薩
金

剛
手
菩
薩
傳
付
中
印
度
那
燗
陀
寺
逹
磨
掬
多

阿
闇
梨
掬
多
阿
闇
梨
付
中
天
竺
國
輸
婆
迦
羅

三
藏
三
藏
唐
開
元
七
年
持
大
砒
盧
遮
那
經
等

梵
來
從
中
天
竺
來
至
唐
國
特
蒙
詔
勅
翻
此

密
藏
即
以
傳
付
南
天
竺
國
三
藏
金
剛
智
及
大

（
マ
マ
）

與
唐
寺
沙
門
一
行
新
羅
國
沙
門
玄
超
金
剛
智

三
藏
付
大
興
善
寺
三
藏
不
空
智
玄
超
阿
閣
梨

２



、
ｅ

慈
厳
（
二
一
八
五
’
一
三
五
九
）
は
、
『
三
国
明
匠
略
記
』
の
中
に
も
名
を
列
ね
て
い
る
台
密
の
阿
闇
梨
で
あ
る
が
、
慈
厳
に
つ
い
て
の
記

録
は
処
処
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
『
太
平
記
』
巻
十
二
「
安
鎮
国
家
法
事
付
諸
大
将
恩
賞
事
」
の
条
に
、

元
弘
三
年
春
ノ
比
（
中
略
）
此
等
ノ
凶
徒
、
加
二
法
威
於
武
力
一
不
二
退
治
一
者
、
早
速
一
一
可
レ
難
二
靜
諦
一
ト
テ
、
俄
一
一
紫
辰
殿
ノ
皇
居

④

二
構
レ
壇
、
竹
内
慈
嚴
僧
正
ヲ
被
し
召
テ
＄
天
下
安
鎭
ノ
法
ヲ
ゾ
被
レ
行
ケ
ル
（
後
略
）

と
あ
る
中
の
、
竹
内
慈
厳
僧
正
と
は
こ
の
慈
厳
の
こ
と
で
あ
る
。
『
太
平
記
』
の
こ
の
記
事
は
、
隠
岐
よ
り
京
都
に
還
幸
さ
れ
た
後
醒
醐

帝
の
朝
廷
が
、
内
裏
を
造
営
の
の
ち
、
慈
厳
を
召
さ
れ
て
「
安
鎮
国
家
法
」
を
修
せ
し
め
た
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

『
天
台
座
主
記
』
に
よ
る
と
、
建
武
元
年
（
元
弘
三
年
の
翌
年
）
八
月
の
こ
と
と
し
て
、

⑤

八
月
五
日
価
し
勅
竹
内
慈
嚴
僧
正
爲
二
大
阿
闇
梨
弍
於
二
新
造
内
裏
一
被
レ
行
二
本
式
大
安
鎭
法
「
仰
二
武
士
一
令
二
四
門
警
固
一
（
下
略
）

と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
該
当
す
る
。
こ
こ
に
い
う
「
本
武
大
安
鎮
法
」
は
、
『
太
平
記
』
の
「
安
鎮
国
家
法
」
と
同
じ
も
の
を
さ
し
て

い
る
。
「
安
鎮
法
」
と
は
も
と
も
と
は
鎮
宅
法
で
あ
っ
て
、
禁
裏
そ
の
他
の
場
所
に
於
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
よ
り

⑥

国
家
的
な
も
の
と
な
っ
て
、
国
界
の
安
穏
を
祈
願
す
る
意
味
で
修
せ
ら
れ
た
の
が
「
安
鎮
国
家
法
」
（
又
は
安
鎮
家
国
法
）
で
あ
る
。

慈
厳
に
つ
い
て
は
更
に
『
天
台
座
主
記
』
の
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
の
項
に
、

⑦

暦
應
二
年
妃
四
月
十
一
日
価
し
勅
慈
嚴
大
僧
正
〔
曼
殊
院
〕
於
一
禁
裏
一
被
し
修
一
一
宇
金
輪
法
↓
結
日
爲
レ
賞

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
北
朝
の
光
明
天
皇
の
勅
に
よ
り
．
字
金
輪
法
）
を
修
し
た
も
の
で
あ
る
。
．
字
金
輪
法
」
と
は
、
一
字
金
輪
を

⑧

本
尊
と
し
て
、
天
変
の
さ
い
に
行
な
わ
れ
る
修
法
で
あ
る
。

又
、
同
じ
く
『
座
主
記
』
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
の
項
に
は
、

四
月
六
日
於
二
仙
洞
一
被
し
修
二
合
行
曼
茶
羅
供
一
価
二
院
宣
一
以
二
竹
内
慈
嚴
僧
正
一
爲
二
大
阿
闇
梨
僻
蠣
⑨

一
一

３



と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
院
宣
は
、
光
厳
上
皇
の
院
宣
を
さ
す
か
ら
、
光
厳
上
皇
の
仙
洞
に
於
て
「
合
行
曼
茶
羅
供
」
が
、
慈

厳
に
よ
っ
て
修
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
光
厳
院
と
慈
厳
と
の
直
接
の
関
係
が
み
と
め
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。
「
合
行
曼
茶
羅
供
」

⑩

と
は
『
阿
娑
縛
抄
』
に
よ
れ
ば
、
金
剛
界
・
胎
蔵
界
の
大
悲
砒
盧
遮
那
佛
と
諸
佛
と
を
合
わ
せ
て
供
養
す
る
修
法
で
あ
る
。

そ
の
他
、
台
密
記
録
中
に
慈
厳
の
名
を
止
め
る
も
の
を
、
曼
殊
院
聖
教
中
に
、
又
は
、
『
蝿
蔀
天
台
聿
昌
籍
目
録
』
中
に
求
め
て
み
る
と
、

「
以
心
灌
頂
印
信
』
（
曼
殊
院
）
・
『
護
摩
私
記
』
（
同
）
・
『
阿
弥
陀
』
（
同
）
・
『
三
衣
法
印
信
』
（
同
）
・
『
胎
蔵
密
印
三
昧
』
（
同
）
・
『
大
師
秘

記
』
（
同
）
・
『
両
部
密
印
』
（
吉
水
蔵
）
・
『
三
昧
流
印
信
』
（
同
）
・
『
勧
学
曼
茶
羅
供
見
聞
抄
』
（
同
）
。
『
根
本
中
堂
夜
叉
供
式
並
法
則
』
（
無

「
以
心
潅
頂
印
信
』

記
』
（
同
）
・
『
両
部
一

動
寺
）
等
が
あ
る
。

慈
厳
に
つ
い
て
は
、
戒
律
の
面
に
於
て
も
注
目
す
今
へ
き
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、
ま
ず
『
門
葉
記
」
の
記
事
に
目
を
向
け
た
い
。
『
門
葉

記
』
巻
二
五
に
よ
る
と
、
「
大
乗
布
薩
法
」
に
つ
い
て
、

⑪

近
者
口
嚴
座
主
元
應
嘉
暦
於
二
本
房
一
行
し
之

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
口
厳
座
主
と
あ
る
の
は
、
慈
厳
座
主
と
見
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
本
房
に
於
て
之
を
行
な
う
」
と

い
う
の
は
、
慈
厳
の
本
房
、
す
な
わ
ち
曼
殊
院
に
於
て
行
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
曼
殊
院
に
は
、
慈
鎮
筆
『
布
薩
次
第
』
が
残
っ

て
い
る
が
、
慈
厳
は
そ
れ
を
依
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
『
門
葉
記
』
の
こ
の
記
事
は
、
光
厳
法
皇
の
百
箇
日
の
御
忌
に
行
な
わ
れ
た
「
大
乗
布
薩
法
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
。

⑫

又
、
『
門
葉
記
」
巻
一
○
八
に
載
せ
て
い
る
『
受
戒
次
第
』
は
、
そ
の
奥
書
に
よ
っ
て
、
慈
厳
が
天
台
座
主
拝
命
後
、
元
徳
二
年
（
一
‐

三
三
○
）
四
月
に
授
戒
を
行
な
う
に
当
っ
て
勘
定
し
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

慈
厳
の
戒
律
関
係
で
は
以
上
の
他
に
、
『
戒
壇
院
受
戒
式
手
文
』
（
真
如
蔵
）
・
『
宣
光
門
院
御
落
飾
記
』
（
無
勤
寺
）
・
『
天
台
円
教
菩
薩
戒

相
承
血
豚
譜
』
（
曼
殊
院
）
等
が
、
慈
厳
筆
の
も
の
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、
永
久
年
中
書
写
曼
殊
院
本
『
出
家
作
法
』
も
ま
た
、
慈
厳

4



慈
厳
は
ま
た
花
園
院
の
帰
依
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
『
花
園
天
皇
辰
記
」
の
記
事
が
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

⑬

つ
と
に
辻
善
之
助
博
士
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
出
家
以
前
の
花
園
院
が
真
言
不
審
の
事
や
悉
曇
印
信
の
こ
と
を
慈
厳
に
問
い
、

円
頓
戒
や
十
八
道
、
ま
た
胎
蔵
界
念
調
法
を
慈
厳
よ
り
受
け
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
十
八
道
を
受
け
る
に
当
っ
て
、

⑭

此
僧
正
細
女
参
仕
、
齢
雌
し
未
し
閑
、
頗
爲
二
法
器
一
鰍
、
価
所
し
令
二
傳
受
｜
也

と
記
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
慈
厳
が
優
れ
た
法
器
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
又
、
「
齢
未
だ
閾
け
ず
と
雌
も
」
と
あ
る
が
、

慈
厳
は
こ
の
時
（
元
享
三
年
・
一
三
二
三
年
）
三
十
八
才
で
あ
っ
た
。

又
同
じ
く
『
辰
記
』
の
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
八
月
廿
一
日
の
条
に
、

入
し
夜
慈
嚴
僧
正
参
、
法
談
良
久
、
是
顯
密
之
差
別
也
、
菩
提
心
爲
レ
因
、
大
悲
爲
レ
根
、
方
便
爲
二
究
寛
｝
也
、
価
超
二
絶
顯
教
之
修

行
一
之
由
談
し
之
、
又
當
世
眞
言
行
人
不
し
知
二
眞
理
弍
即
身
成
佛
之
旨
未
二
嘗
宅
心
司
然
而
凡
愚
雌
し
不
し
見
二
諸
天
弍
駈
仕
如
菫
奴
脾
之

⑮

事
二
大
家
一
之
由
有
二
本
文
↓
愚
療
之
僧
猶
行
法
可
レ
有
し
験
之
由
、
大
旨
談
し
之

と
あ
る
の
は
、
慈
厳
の
密
教
観
を
伝
え
る
記
事
と
し
て
頗
る
注
目
に
価
す
る
。
す
な
わ
ち
、
顕
密
二
教
の
差
別
を
論
ず
れ
ば
、
密
教
は
顕

教
に
超
絶
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
密
教
は
菩
提
心
を
因
と
な
し
、
佛
の
大
悲
を
根
と
な
す
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
が
、
方
便
を
す
べ
て
究
寛

と
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
。
こ
の
方
便
を
す
べ
て
究
寛
と
す
る
と
い
う
の
は
、
密
教
に
お
け
る
諸
尊
及
び
修
法
を
も
ふ
く
め
て

こ
れ
ら
を
す
べ
て
究
寛
と
す
る
と
い
う
、
個
々
の
事
相
に
於
て
究
寛
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
差
別
相
を
す
べ
て
普
遍
と
み
と
め

る
大
き
さ
の
故
に
、
密
教
は
顕
教
に
超
絶
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

密
教
の
浸
潤
は
『
花
園
天
皇
戻
記
』
に
も
色
濃
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
代
性
と
し
て
の
密
教
の
位
置
と
意
味
を
改
め
て
考
え
て
み
る

る
大
き
さ
の
故
に
、
密
教
恥

密
教
の
浸
潤
は
『
花
園
一

必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

と
何
ら
か
の
関
係
で
曼
殊
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
慈
厳
筆
『
宣
光
門
院
御
落
飾
記
』
は
そ
の

意
味
で
注
意
を
は
ら
う
要
が
あ
ろ
う
。

5



光
厳
院
は
ま
た
、
都
に
還
ら
れ
て
か
ら
、
行
脚
斗
藪
の
旅
に
出
て
求
道
遍
歴
を
続
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
「
太
平
記
』
巻
三
十
九
「
光
厳

院
禅
定
法
皇
行
脚
事
」
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
間
に
あ
っ
て
、
曼
殊
院
に
蔵
さ
れ
て
い
た
、
「
勝
光
智
」
と
記
載
の
あ
る
『
胎
』

印
信
は
、
光
厳
院
の
信
仰
に
ど
の
よ
う
な
意
味
と
か
か
わ
り
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

野
一
御
出
事
」
の
条
に
、

と
あ
っ
て
、
禅
に
傾
斜
し
た
光
群

と
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

光
厳
院
は
早
く
よ
り
禅
に
近
く
、
虎
関
師
錬
や
南
禅
寺
の
竺
仙
梵
遷
に
禅
を
聞
き
、
と
く
に
夢
窓
に
帰
依
さ
れ
た
と
は
、
辻
善
之
助
博

⑯

士
の
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
曼
殊
院
経
蔵
中
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
の
『
胎
』
印
信
断
簡
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
に
当
っ
て
、
光

厳
院
の
出
家
生
活
を
中
心
に
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

光
厳
院
は
観
応
三
年
（
一
三
五
二
）
に
賀
名
生
で
出
家
さ
れ
て
い
る
。
『
太
平
記
』
に
は
そ
の
間
の
こ
と
を
、
巻
三
十
三
「
三
上
皇
自
二
芳

⑰

本
院
〈
去
観
應
三
年
八
月
八
日
、
河
内
ノ
行
宮
ニ
シ
テ
御
出
家
ア
リ
。
御
年
四
十
一
、
法
名
〈
勝
光
智
ト
ゾ
申
ケ
ル
・

と
記
し
て
い
る
が
、
本
院
と
は
光
厳
院
の
こ
と
で
あ
る
。
『
皇
年
代
私
記
』
に
は

光
イ
⑱

光
嚴
院
八
月
八
日
於
二
大
和
行
宮
一
御
落
錺
、
四
十
一
、
法
諄
、
‐
勝
光
智
（
中
略
）
御
戒
師
西
大
寺
元
耀
上
人

⑲

と
あ
り
、
『
園
太
暦
十
九
』
・
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
も
同
じ
記
録
が
あ
る
。

そ
し
て
、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
に
は
由
良
の
覚
明
よ
り
禅
衣
を
受
け
、
こ
の
時
よ
り
、
諄
「
勝
光
智
」
の
「
勝
」
の
字
を
止
め
ら
れ

た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
に
よ
る
と
、

⑳

光
嚴
延
文
元
、
於
二
河
州
離
宮
弍
由
良
覺
明
和
尚
奉
し
令
し
著
二
稗
衣
式
此
時
御
諄
上
勝
字
被
レ
止
し
之

と
あ
っ
て
、
禅
に
傾
斜
し
た
光
厳
院
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
名
は
そ
の
時
以
来
、
「
勝
」
の
字
を
止
め
て
「
光
智
」

三
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す
な
わ
ち
、

印
信
と
は
法
門
授
受
の
証
と
し
て
、
阿
闇
梨
か
ら
弟
子
に
付
属
す
る
密
教
の
文
書
で
あ
る
が
、
光
厳
院
は
慈
厳
を
師
と
し
て
、
前
に
述

べ
た
よ
う
に
胎
蔵
界
法
及
び
蘇
悉
地
の
大
法
を
受
け
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
「
勝
光
智
」
と
い
う
法
名
が
記
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
観
応
三
年
の
出
家
後
と
見
る
尋
へ
く
、
又
、
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
の
い
う
ご
と
く
、
延
文
元
年
に
覚
明
よ
り
禅
衣
を
受
け

た
の
を
機
に
、
「
勝
」
の
字
を
止
め
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
観
応
三
年
（
一
三
五

二
）
八
月
八
日
以
後
、
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
十
一
月
初
め
ま
で
の
約
四
ヶ
年
の
間
の
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
間
、
光
厳
院
は
南
朝
方
に
と
ら
わ
れ
の
身
と
し
て
大
和
や
河
内
の
金
剛
寺
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
こ
で
慈
厳
よ

り
印
信
を
受
け
ら
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
た
だ
し
、
延
文
二
年
二
月
に
河
内
よ
り
都
へ
還
ら
れ
る
そ
の
前
年
に
、
由
良
の
覚
明

を
召
さ
れ
て
禅
衣
を
受
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
慈
厳
も
ま
た
そ
の
様
に
し
て
印
信
を
伝
授
申
し
あ
げ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も

な
い
。
し
か
し
覚
明
は
以
前
に
も
、
後
醍
醐
帝
の
為
に
伯
耆
に
出
向
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
河
内
に
趣
い
た
こ
と
は
充
分
あ

り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
慈
厳
の
場
合
も
同
様
に
考
え
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
光
厳
院
が
都
へ
還
ら
れ
て
の
ち
に
慈
厳
よ

り
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
当
然
、
「
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
の
記
事
と
抵
触
し
て
く
る
が
、
あ
く
ま
で
『
紹
運
録
』

の
記
事
を
尊
重
す
べ
き
も
の
か
否
か
の
疑
問
が
残
る
。

以
上
、
慈
厳
よ
り
印
信
を
受
け
ら
れ
た
時
期
を
問
題
に
し
た
の
は
、
そ
の
信
仰
に
於
て
、
光
厳
院
の
よ
う
に
禅
に
傾
斜
し
た
と
さ
れ
る

場
合
に
も
、
密
教
は
常
に
そ
れ
と
併
存
し
て
い
た
の
か
否
か
を
考
え
る
よ
す
が
と
し
て
で
あ
る
。

晩
年
の
光
厳
院
が
禅
に
傾
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
と
し
て
は
、
ま
ず
『
太
平
記
』
巻
三
十
九
「
法
皇
御
葬
礼
事
」
に
み
ら
れ
る
。

、
、

と
あ
る
中
の
、
「
皆
禅
僧
二
成
セ
給
テ
」
と
い
う
の
は
、
送
葬
の
人
々
が
禅
僧
と
し
て
の
威
儀
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

庁
』

陰
へ
御
下
り
有
テ

此
時
ノ
新
院
光
明
院
殿
モ
、
山
門
貫
主
梶
井
宮
モ
、
共
二
皆
稗
信
二
成
セ
給
テ
、
伏
見
殿
二
御
座
有
ケ
レ
寺
〈
、
急
ギ
彼
御
遷
化
ノ
山

⑳



中
陰
佛
事
不
レ
必
下
ト
ー
一
場
一
結
中
一
衆
上
也
、
専
修
二
大
圓
覺
一
之
場
是
修
二
予
追
幅
一
之
場
也
、
堅
持
二
佛
禁
戒
一
之
人
是
修
二
予
追
輻
一
之

人
也
、
（
中
略
）
以
レ
故
自
二
中
陰
一
及
二
大
小
群
等
諸
忌
辰
弐
除
一
毒
供
調
經
等
一
之
外
、
不
し
由
二
更
經
管
齋
會
弐
淌
於
二
老
僧
一
存
二
一
分

⑳

追
修
報
恩
之
人
司
但
在
二
宴
寂
藷
陳
之
中
↓
（
後
略
）

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
光
厳
院
が
没
後
の
追
福
法
会
を
さ
か
ん
に
派
手
に
行
な
う
こ
と
を
戒
し
め
、
大
円
覚
を
修
す
る
場
が
追
福
を
修
す

る
場
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
佛
の
禁
戒
を
堅
く
持
す
る
人
が
予
の
追
福
を
修
す
る
人
で
あ
る
と
、
そ
の
趣
旨
を
明
示
し
て
い
る
。

又
、
辻
博
士
は
こ
の
御
遣
誠
に
つ
い
て
、
東
山
御
文
庫
の
記
録
で
は
こ
れ
を
光
明
院
の
御
遣
誠
と
し
、
文
書
の
上
包
に
「
光
明
院
尊
儀⑳

御
遣
誠
」
と
認
め
て
あ
る
が
、
そ
の
内
容
よ
り
勘
案
す
る
と
き
、
光
厳
院
の
御
遺
誠
と
考
え
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
記
し
て
お
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
『
門
葉
記
』
に
徴
し
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
は
光
厳
院
が
禅
僧
と
し
て
の
態
度
を
重
ぜ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

を
伝
え
て
い
る
。

光
厳
法
皇
の
御
遺
誠
に
つ
い
て
は
、
辻
善
之
助
博
士
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
求
道
者
ら
し
い
風
格
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
。

貞
治
三
年
七
月
七
日
王
書
間
天
陰
晩
頭
雨
降
依
レ
召
参
殿
中
今
夜
丑
刻
法
皇
丹
波
國
山
國
庄
内
常
照
寺
稚
罎
識
鍵
錘
寺
云
ミ
令
二
晏
篤
給
、

上
下
驚
嘆
筆
墨
難
し
述
、
近
年
更
批
二
郷
浮
依
之
事
一
偏
歸
二
依
軍
傳
之
宗
一
給
、
朝
夕
御
勤
行
古
今
無
二
斯
比
類
べ
因
二
彼
此
窮
屈
一
去
月

上
旬
御
不
豫
之
氣
疫
疫
云
々
十
月
比
靱
御
減
、
次
第
御
本
復
之
間
珍
重
之
虚
、
又
自
二
同
廿
六
日
一
御
再
發
、
王
撰
令
レ
逹
給
、
遂
答
二

⑳

平
生
御
安
心
一
忽
入
二
無
余
大
浬
樂
一
御
聖
算
五
十
二
云
胃

と
記
さ
れ
て
い
て
、
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
七
月
七
日
、
丹
波
国
山
国
庄
の
常
照
寺
で
莞
去
さ
れ
た
光
厳
法
皇
は
、
近
年
更
に
俗
事
を
離

れ
て
、
ひ
と
え
に
単
伝
の
法
に
帰
依
さ
れ
、
朝
夕
の
勤
行
は
比
類
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
、
信
仰
者
と
し
て
の
光
厳
法
皇
の
面
目

そ
の
中
に
、

又
、

『
迎
陽
記
』
に
よ
れ
ば
、
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と
あ
る
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
に
掲
げ
た
辻
博
士
が
光
厳
院
の
御
遺
誠
で
あ
ろ
う
と
す
る
内
容
と
符
合
す
る
。
す
な
わ

ち
、
貞
治
三
年
十
月
十
八
日
に
、
十
楽
院
の
受
用
弥
陀
院
に
於
て
行
な
わ
れ
た
「
大
乗
布
薩
法
」
は
、
去
る
七
月
七
日
に
崩
御
さ
れ
た
法

皇
（
光
厳
）
の
追
福
の
為
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
而
し
て
か
の
御
遣
詔
に
は
「
持
佛
禁
戒
之
人
者
、
修
予
追
福
之
人
也
云
々
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
法
皇
追
福
の
た
め
に
「
大
乗
布
薩
法
」
を
行
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
辻
博
士
が
光
厳
院
の
御

遣
誠
で
あ
ろ
う
と
し
て
提
示
さ
れ
た
文
章
の
中
に
「
堅
持
佛
禁
戒
之
人
、
是
修
予
追
福
之
人
也
」
と
あ
る
の
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

又
、
光
厳
院
崩
御
の
時
を
、
『
迎
陽
記
』
そ
の
他
に
、
貞
治
三
年
七
月
七
日
と
記
し
て
い
る
の
に
一
致
す
る
の
で
あ
っ
て
、
『
門
葉
記
』

の
こ
の
記
事
が
光
厳
法
皇
追
福
の
法
会
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

な
お
『
門
葉
記
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
大
乗
布
薩
会
」
は
、
慈
鎮
和
尚
の
滅
後
は
絶
え
て
い
た
が
、
光
厳
院
追
福
の
法
会
を
機
に
執

行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
近
年
で
は
、
曼
殊
院
の
慈
厳
が
本
房
に
於
て
行
な
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り

で
あ
る
。

光
厳
院
が
慈
厳
よ
り
受
け
ら
れ
た
曼
殊
院
蔵
『
胎
』
印
信
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
光
厳
院
の

信
仰
そ
の
も
の
は
禅
に
傾
倒
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
密
教
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

『
門
葉
記
』
巻
二
五
（
法
会
一
）
に
は

貞
治
三
年
十
月
十
八
日
、
於
二
十
樂
院
受
（
用
）
彌
陀
院
一
被
し
行
二
大
乘
布
薩
弍
見
参
二
十
二
人
也
、
此
行
事
和
尚
御
入
之
後
、
於
二

門
跡
一
断
絶
己
及
ニ
ロ
ロ
｜
了
、
価
誰
レ
有
二
再
興
之
沙
汰
弍
縁
謝
二
口
之
法
則
《
夫
迎
二
機
口
即
生
之
佳
節
弐
而
去
七
月
七
日
法
皇
崩
御
、⑳

五
旬
御
追
孝
被
レ
行
し
之
、
彼
遺
詔
云
、
持
二
佛
禁
戒
一
之
人
者
、
修
二
予
追
幅
一
之
人
也
云
葺
価
迎
二
百
箇
日
御
忌
一
維
而
被
し
透
レ
行
了

（
後
略
）

四
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あ
る
。
そ
れ
は
禅
と
併
行
し
て
密
教
を
も
保
っ
て
い
た
も
の
な
の
か
、
密
教
を
脱
却
し
て
禅
に
傾
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
速
断
は
許

さ
れ
な
い
が
、
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
ま
ず
『
本
朝
皇
胤
詔
運
録
』
に
い
う
よ
う
に
、
覚
明
よ
り
禅
衣
を
受
け
ら
れ
た
後
は
、
法

名
「
勝
光
智
」
の
「
勝
」
の
字
を
止
め
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
密
教
を
脱
し
て
禅
に
傾
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、

御
遣
詔
の
中
に
、
追
福
に
つ
い
て
「
除
霊
供
弧
経
等
之
外
、
不
由
更
経
営
斎
会
」
と
示
さ
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
霊
供
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
密
教
の
供
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

密
教
に
つ
い
て
思
い
を
致
す
べ
き
こ
と
は
、
ひ
と
り
光
厳
院
の
場
合
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
禅
に
傾
倒
さ
れ
た
光
厳
院
の
場
合
に

す
ら
、
印
信
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
当
時
の
み
な
ら
ず
、
平
安
時
代
連
綿
と
し
て
日
本
佛
教
の
中
に
根
を
下
ろ
し
続
け

た
密
教
に
つ
い
て
、
考
を
新
た
に
す
べ
き
問
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
密
教
の
文
献
は
、
ま
こ
と
に
彩
し
く
大
事
に
保
存
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
胎
』
印
信
は
そ
の
一
例
な
の
で
あ
る
。

註
①
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
一
九
一
（
大
正
蔵
経
図
像
部
九
、
六
九
八
頁
ａ
）
参
照
。

②
慈
厳
の
生
没
年
代
を
一
二
八
五
’
一
三
五
九
と
算
定
す
る
こ
－
と
は
、
次
の
資
料
に
よ
る
。

④
『
滅
悪
趣
護
摩
私
記
』
（
曼
殊
院
）
奥
書
「
延
慶
二
年
五
月
廿
一
日
於
竹
中
御
房
北
部
屋
書
爲
了
自
作
本
也
外
見
頗
無
其
詮
物
也
早
破
ノ
ー

ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
天
台
宗
遮
那
門
流
慈
厳
生
年
十
五
歳
」

㈲
「
延
文
五
年
九
月
廿
八
日
権
僧
正
慈
眼
為
二
品
僧
正
一
回
忌
願
文
」

㈹
に
延
慶
二
年
（
一
三
○
九
）
生
年
十
五
歳
▽
㈲
に
延
文
五
年
（
一
二
六
○
）
二
品
僧
正
（
慈
厳
）
一
回
忌
と
あ
り
、
そ
れ
よ
り
勘
え
て
、
二
一

③
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
三
一
七
（
大
正
蔵
経
図
像
部
九
、
九
四
六
頁
ａ
）
参
照
。

④
岩
波
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
太
平
記
」
一
、
四
二
頁
。

⑤
渋
谷
慈
鎧
編
、
校
訂
増
補
『
天
台
座
主
記
』
三
三
九
頁
。
な
お
同
頭
註
に
「
續
史
愚
抄
廿
作
元
弘
三
年
、
或
作
建
武
元
年
謬
芙
云
を
」
と
あ
り
。

⑥
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
二
二
（
安
鎮
法
）
（
大
正
蔵
経
図
像
部
九
、
三
五
九
頁
ｂ
）

「
不
動
安
鎭
家
国
等
法
一
巻
金
剛
智
三
蔵
秘
伝

八
五
’
一
三
五
九
の
在
世
と
推
定
。
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③⑦⑳⑳⑳⑳⑲⑬⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨

悔
『
若
行
一
一
十
善
南

同
「
天
台
座
主
記
』

軌
云
、
安
鎭
家
国
令
レ
無
一
衰
患
一
角

又
云
、
如
是
陳
二
設
八
鎭
一
之
後
、
其
国
永
断
一
二
切
災
禍
《
（
中
略
）
天
竜
歓
喜
感
二
念
衆
生
《
諸
佛
常
護
二
念
一
切
有
情
《
爲
二
加
持
↓
故
倶
修
二
繊

悔
『
若
行
一
一
十
善
一
国
界
自
然
安
穏
豊
饒
、
（
下
略
）
」

「
帖
決
云
、
一
字
金
輪
法
、
十

「
此
法
秘
法
也
、
所
謂
以
一
蒔

同
「
天
台
座
主
記
』
三
五
七
舌

『
阿
娑
縛
抄
』
巻
一
八
（
大
一

大
正
蔵
経
図
像
部
一
二
、
壽

同
一
二
五
頁
Ｃ
ｌ
一
二
九
一

辻
善
之
助
『
日
本
佛
教
史
』
一

増
補
史
料
大
成
（
花
園
天
皇
｛

同
一
三
九
頁
’
一
四
○
頁
。

辻
『
日
本
佛
教
史
』
四
（
中
叩

岩
波
、
日
本
古
典
文
学
大
系

大
日
本
史
料
六
’
一
六
、
七

吋
１
Ｊ
些
嵜
７
コ
岬
。

匡
枳
一
参
匪
仙

新
校
群
書
類
従
三
、
四
五
四
頁
。

同
『
太
平
記
』
三
、
四
六
四
頁
。

大
谷
大
学
図
書
館
蔵
本
（
外
大

辻
『
日
本
佛
教
史
』
四
、
一
九
眼

『
阿
娑
縛
抄
』
巻
五
六
（
一
宇
金
輪
）
（
大
正
蔵
経
図
像
部
九
、
八
頁
Ｃ
ｌ
九
頁
ａ
）

「
多
分
天
変
日
月
蝕
之
時
修
之
漱
」

「
帖
決
云
、
一
字
金
輪
法
、
末
法
之
中
必
可
し
修
レ
之
也
、
凡
真
言
之
教
法
多
為
一
耒
法
一
設
レ
之
給
耳
文
」

「
此
法
秘
法
也
、
所
謂
以
一
時
処
成
就
法
一
爲
二
秘
法
一
云
己

参
照
。

と
巻
一
八
（
大
正
蔵
経
図
像
部
八
、
九
六
頁
Ｃ
ｌ
九
七
頁
ａ
）
参
照
。

凶
像
部
一
二
、
一
四
九
頁
ｂ
・

坐
頁
Ｃ
ｌ
一
二
九
頁
ａ
。

『
日
本
佛
教
史
』
三
（
中
世
篇
之
二
）
、
二
二
八
頁
ｉ
二
三
一
頁
。

ハ
成
（
花
園
天
皇
戻
記
二
）
３
、
三
四
頁
（
元
享
三
年
七
月
十
五
日
の
条
）
。

三
四
七
頁
。

三
五
七
頁
。

四
（
中
世
篇
之
三
）
、
一
九
四
頁
。

学
大
系
『
太
平
記
』
三
、
二
四
八
頁
。

六
、
七
一
七
頁
’
七
一
八
頁
参
照
。

（
外
大
．
七
三
一
）
に
よ
る
。

一
九
七
頁
’
一
九
八
頁
。

大
日
本
史
料
六
’
二
○
、
九
○
八
頁
参
照
。

（
訓
点
は
便
宜
上
付
し
た
。
）

司 勺

_I上



④
同
一
九
八
頁
。

⑳
大
正
蔵
経
図
像
却

（
追
記
）
本
稿
に
お
け
る
慈
厳
の
記
述
は
、
本
稿
の
論
旨
に
そ
う
点
を
あ
げ
た
に
止
ま
り
、
慈
厳
に
つ
い
て
の
資
料
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
。

『
胎
』
印
信
の
翻
刻
は
、
都
合
に
よ
り
異
体
字
を
標
準
字
体
に
直
し
た
。

大
正
蔵
経
図
像
部
一
二
、
一
四
九
頁
ｂ
。

1ワ
一望


